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【手続補正書】
【提出日】平成27年8月20日(2015.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　β－ヒドロキシ－β－メチルブチレート又はその塩を含む、患者における消耗を予防ま
たは治療するための組成物であって、消耗は、年齢と関連した消耗および長期入院と関連
した消耗の少なくとも１つである、前記組成物。
【請求項２】
　Ｌ－カルニチン、遊離アミノ酸を実質的に欠如する大型中性アミノ酸で強化されたアミ
ノ窒素源、ω－３脂肪酸及び難消化性オリゴ糖からなる群から選択される構成要素の少な
くとも１つが、β－ヒドロキシ－β－メチルブチレート又はその塩との組み合わせで投与
される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　ａ．β－ヒドロキシ－β－メチルブチレート又はその塩、
　ｂ．カルニチン、
　ｃ．大型中性アミノ酸で強化されたアミノ窒素源
を含む、患者における消耗を予防または治療するための組成物であって、
遊離アミノ酸を実質的に欠如し、
消耗は、年齢と関連した消耗および長期入院と関連した消耗の少なくとも１つである、前
記組成物。
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【請求項４】
　β－ヒドロキシ－β－メチルブチレート又はその塩がβ－ヒドロキシ－β－メチル酪酸
ナトリウム、β－ヒドロキシ－β－メチル酪酸カリウム、β－ヒドロキシ－β－メチル酪
酸マグネシウム、β－ヒドロキシ－β－メチル酪酸クロム、β－ヒドロキシ－β－メチル
酪酸カルシウム、β－ヒドロキシ－β－メチル酪酸アルカリ金属、β－ヒドロキシ－β－
メチル酪酸アルカリ土類金属及びβ－ヒドロキシ－β－メチル酪酸ラクトンからなる群か
ら選択される、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　ω－３脂肪酸をさらに含む、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
　前記ω－３脂肪酸がエイコサペンタエン酸及びドコサヘキサエン酸からなる群から選択
される、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　前記大型中性アミノ酸がアミノ窒素源の少なくとも１０％である、請求項３に記載の組
成物。
【請求項８】
　前記遊離アミノ酸が組成物の０．４ｇ／回未満である、請求項３に記載の組成物。
【請求項９】
　カルニチンの２ｇ未満／回をさらに含む、請求項３に記載の組成物。
【請求項１０】
　フラクトオリゴ糖の少なくとも１ｇ／回をさらに含む、請求項３に記載の組成物。
【請求項１１】
　ビタミン、ミネラル及び微量ミネラルからなる群から選択される栄養素をさらに含む、
請求項３に記載の組成物。
【請求項１２】
　２ｇ／ｌ～１０ｇ／ｌのβ－ヒドロキシ－β－メチル酪酸カルシウム、
　少なくとも１ｇ／ｌのω－３脂肪酸、
　１ｇ／ｌ～８ｇ／ｌのカルニチン、
　１ｇ／ｌ～２５ｇ／ｌのフラクトオリゴ糖、及び
　大型中性アミノ酸で強化されたアミノ窒素源を含む、患者における消耗を予防または治
療するための組成物であって、
前記アミノ窒素源が大型中性アミノ酸の１０重量％から６０重量％までを含み、
前記組成物が遊離アミノ酸を実質的に欠如し、
消耗は、年齢と関連した消耗および長期入院と関連した消耗の少なくとも１つである、前
記組成物。
【請求項１３】
　組成物がヒト又は動物へ投与される、請求項１または３に記載の組成物。
【請求項１４】
　組成物が食事性サプリメント、食事置換物、栄養バー、咀嚼物又は咬合物及び飲料から
なる群から選択される、請求項１または３に記載の組成物。
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